
足立区まちづくり推進条例 

平成１７年６月２０日 

足立区条例第３０号 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、足立区(以下「区」という。)のまちづくりに関する基

本理念並びに区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、まち

づくりの推進のための基本的な事項を定めることにより、都市計画行政の

円滑な運営のみならず、広く、総合的かつ計画的なまちづくりの推進を図

り、もって良好な都市の発展に寄与することを目的とする。 

(まちづくりの基本理念) 

第２条 まちづくりは、安全で快適に住み続けられる市街地の形成及び健全

で活力ある都市活動の確保並びに持続的なまちの発展を目指して、自然環

境との調和に配慮しつつ、行うものとする。 

２ まちづくりは、区、区民等及び事業者がそれぞれの責務と役割を分担し

ながら、協働して行われなければならない。 

(用語の意義) 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 区民等 区内に住所を有し、又は区内に土地若しくは建物を所有し、

若しくは占有する者をいう。 

(２) 事業者 区内において開発等事業又は公共施設等の整備を行う者

をいう。 

(３) まちづくり 安全で良好な市街地の整備、開発及び保全を目的とし

た計画の策定又は事業の実施を伴う行為をいう。 

(４) 都市計画マスタープラン 都市計画法(昭和４３年法律第１００

号。）第１８条の２の規定に基づき定める区のまちづくりに関する基

本的な方針をいう。 

(５) 分野別のまちづくり計画 都市計画マスタープランに基づく、防災、交通、

住宅、緑及び景観等のそれぞれの分野における基本的な考え方に沿ったまち



をつくるための計画をいう。 

(６) 地区環境整備計画 地区を単位とし、それぞれの地区の特性を踏まえた良好

な環境を整備するための方針を示した計画をいう。 

(７) 地区 道路、河川、水路等で区画された区長が定める一定の区域を

いう。 

(８) 地区住民等 地区の区域内の区民等をいう。 

(９) 地区まちづくり計画 地区環境整備計画を基本とした、個性豊かで

活気のある安全かつ快適なまちをつくるための計画をいう。 

(１０) 開発等事業 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為、建

築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第２条第１３号に規定する

建築行為又はこれらに準ずる行為のうち、規則で定めるものをいう。 

(１１) 公共施設等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項

若しくは都市計画法第１１条第１項第１号に規定する道路及びこ

れらに準ずるもの、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条

第１項第１号に規定する都市公園及びこれに準ずるもの、河川法

（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項若しくは第１００条第

１項に規定する河川又は建築基準法第２条第１号に規定する建築

物のうち、規則で定めるものをいう。 

(１２) まちづくり推進委員 まちづくりに見識のある区民のうち、まち

づくりに関する助言及び調整を行う者として区長が委嘱したもの

をいう。 

(１３) まちづくりカウンセラー 都市計画及び建築等に関する知識並

びに実務経験を有する者のうち、まちづくり推進委員を補助し、ま

ちづくりに関する技術的な指導及び助言を行う者として区長が委

嘱したものをいう。 

(１４） まちづくり関係団体 地区住民等が中心となって組織する連絡

会及び協議会等の団体、社会貢献活動を行う団体その他非営利活動

団体で、良好なまちづくりに寄与することを目的として活動するも

のをいう。 

(区の責務) 



第４条 区は、第２条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にの

っとり、まちづくりに関する調査及び研究に努めるとともに、基本的かつ

総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。 

２ 区は、まちづくりに関する施策の策定及び実施にあたっては、区民等及

び事業者の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならない。 

３ 区は、区民等及び事業者に対し、協働によるまちづくりの推進に必要な

施策を講ずるように努めなければならない。 

(区民等の責務) 

第５条 区民等は、基本理念にのっとり、協働によるまちづくりに参画する

ように努めるものとする。 

２ 区民等は、自らの創意工夫により、安全で快適に住み続けられる市街地

の環境づくりに努めるとともに、区が実施するまちづくりに関する施策に

協力するように努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、自らが行う事業活動において、安

全で快適に住み続けられる市街地の環境整備に貢献するよう努めるとと

もに、区が実施するまちづくりに関する施策に協力するように努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、第９条第１項に規定する地区環境整備計画及び第１１条第１

項に規定する地区まちづくり計画並びに第１０条第１項に規定する基準

を尊重し、開発等事業又は公共施設等の整備を行うにあたっては、区民等

の理解を得るように努めなければならない。 

 

第２章 まちづくりの基本方針等 

(まちづくりの基本方針) 

第７条 区長は、基本理念の実現のために、まちづくりに関する基本方針と

して都市計画マスタープランを策定しなければならない。 

２ 都市計画マスタープランは、次の各号に掲げる事項について定めるもの

とする。 

(１) まちづくりに関する基本目標及びその実現のための方針 



(２) その他まちづくりに関する基本的な事項 

３ 区長は、都市計画マスタープランの策定にあたっては、第２１条に規定

する足立区都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 区長は、前項の意見を聴くにあたっては、区民等及び事業者並びに第１

６条第１項に規定するまちづくり推進委員会の意見を聴取しなければな

らない。 

５ 区長は、都市計画マスタープランを策定したときは、速やかに、これを

公表しなければならない。 

６ 前３項に定めるもののほか、都市計画マスタープランの策定に関する手

続については、規則で定める。 

７ 都市計画マスタープランの変更については、第３項から前項までの規定

を準用する。 

（分野別のまちづくり計画） 

第８条 区長は、前条の規定により策定した都市計画マスタープランに基づ

き、分野別のまちづくり計画を策定するものとする。 

(地区環境整備計画) 

第９条 区長は、都市計画マスタープランに定めるまちづくりに関する基本

方針及びこの方針に基づき策定された分野別のまちづくり計画を踏まえ、

地区環境整備計画を定めるものとする。 

２ 区長は、地区環境整備計画を策定したときは、速やかに、これを公表し

なければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、地区環境整備計画の策定に関する手続につい

ては、規則で定める。 

４ 区長は、次の各号に掲げる計画を地区住民等との協働により策定したと

きは、必要に応じて、該当する地区の地区環境整備計画を改定するものと

する。都市計画法第４条第１項に規定する都市計画の変更があったとき又

は建築基準法第69条に規定する建築協定（以下「建築協定」という。)が

締結されたときも、同様とする。 

(１) 第１１条に規定する地区まちづくり計画 

(２) 都市計画法第１２条の４第１項各号に掲げる計画（以下「地区計画



等」という。) 

（基準） 

第１０条 区長は、まちづくりにおける総合的かつ一体的な調整を行い、良

好な都市環境の整備を推進するために、開発等事業及び公共施設等の整備

に関する基準を策定しなければならない。 

２ 区長は、前項に規定する基準を策定したときは、速やかに、これを公表

しなければならない。 

３ 事業者は、開発等事業又は公共施設等の整備を行うにあたっては、第１

項に規定する基準を遵守するよう努めなければならない。 

 

第３章 協働によるまちづくり 

(協働による地区まちづくり計画等の策定) 

第１１条 区長は、地区のまちづくりを推進するため、地区住民等と協働し、

地区環境整備計画を基本とした地区まちづくり計画の策定に努めなけれ

ばならない。 

２ 地区住民等は、区長に対し、地区まちづくり計画及び地区計画等の策定

を要請することができる。 

３ 区長は、前項の規定による要請があったときは、地区まちづくり計画及

び地区計画等の策定に応じるように努めるものとする。 

４ 区長は、地区まちづくり計画を策定したときは、地区住民等に対し、速

やかに、これを公表するものとする。 

(地区まちづくり計画の実現) 

第１２条 区長及び地区住民等は、地区まちづくり計画の実現にあたっては、

地区計画等及び建築協定の活用に努めるものとする。 

２ 区長は、地区まちづくり計画の実現のため、地区まちづくり計画に定め

る公共施設等その他これに類する施設の整備の促進に努めるものとする。 

(事前協議による事業者との協働) 

第１３条 事業者は、開発等事業又は公共施設等の整備を行うにあたっては、

第１０条第１項に規定する基準に基づき、事前に当該事業又は整備の計画

について区長に協議しなければならない。 



２ 区長は、前項の協議において、安全で良好な市街地の形成並びに地区環

境整備計画及び地区まちづくり計画の実現のために必要な指導及び助言

を行うものとする。 

(勧告) 

第１４条 区長は、事業者が前条の協議に応じない場合又は指導に従わない

場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、協議に応

じ、又は指導に従うよう勧告することができる。 

(公表) 

第１５条 区長は、事業者が前条の勧告に従わない場合において、特に必要

があると認めるときは、その事実を公表することができる。 

(まちづくり推進委員会) 

第１６条 区長は、協働によるまちづくりの推進のため、まちづくり推進委

員及びまちづくりカウンセラーで構成するまちづくり推進委員会を設置

する。 

２ まちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項その他必要な事項

については、区長が別に定める。 

(まちづくり関係団体等との連携) 

第１７条 区、区民等及び事業者は、協働によるまちづくりを推進するため

に、まちづくり関係団体その他の公共的団体及び公共団体と連携を図るよ

うに努めるものとする。 

（公共施設等の管理運営） 

第１８条 不特定多数の者が利用する公共施設等を管理運営するものは、区

民等との協働による管理運営に努めなければならない。 

２ 区民等は、積極的に公共施設等の管理運営に協力することに努めなけれ

ばならない。 

(情報の提供) 

第１９条 区長は、区民等及び事業者に対し、まちづくりに関する情報の提

供を積極的に行わなければならない。 

(人材の育成) 

第２０条 区長は、協働によるまちづくりを推進するために、人材の育成に



努めなければならない。 

 

第４章 都市計画審議会 

（設置） 

第２１条 総合的かつ計画的なまちづくりの推進を図るため、都市計画法第

７７条の２第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

（所掌事項） 

第２２条 審議会は、都市計画法第７７条の２第１項及び第２項に規定する

もののほか、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(１) 第７条第３項の規定による都市計画マスタープランの策定におけ

る区長からの意見聴取に対し、意見を述べること。 

(２) まちづくりに関する事項について、区長の諮問に応じて調査審議し、

答申すること。 

(３) まちづくりに関する事項について調査審議し、区長に意見を述べる

こと。 

（組織） 

第２３条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員２０人以内

をもって組織する。 

(１) 学識経験者 ４人以内 

(２) 区議会議員 ４人以内 

(３) 区内関係団体の代表者 ８人以内 

(４) 公募による区民 ３人以内 

(５) 関係行政機関の職員 １人以内 

２ 前項の委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員) 

第２４条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、

臨時委員若干人を置くことができる。 



２ 臨時委員は、区長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任

されるものとする。 

(専門委員) 

第２５条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門

委員若干人を置くことができる。 

２ 専門委員は、区長が任命する。 

(会長) 

第２６条 審議会に会長を置き、会長は、第２３条第１項第１号の委員のう

ちから、委員の選挙により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。 

(議事) 

第２７条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席

しなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（会議の公開） 

第２８条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適

当でないと認めたときは、この限りでない。 

(幹事) 

第２９条 審議会に、幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。 

(審議会の運営) 

第３０条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

第５章 雑則 



(委任) 

第３１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （足立区都市計画審議会条例の廃止） 

第２条 足立区都市計画審議会条例（昭和５０年足立区条例第３１号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の足立区都市計

画審議会条例第２条第１項の規定により委嘱された足立区都市計画審議

会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の足

立区まちづくり推進条例（以下「新条例」という。）第２３条第１項の規

定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合におい

て、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にか

かわらず、同日における前条の規定による廃止前の足立区都市計画審議会

条例第２条第１項の規定により委嘱された足立区都市計画審議会の委員

としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

２ この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の足立区都市計画審

議会条例第５条第１項の規定により定められた足立区都市計画審議会の

会長である者、同条例第３条第２項の規定により委嘱された臨時委員であ

る者、同条例第４条第２項の規定により任命された専門委員である者又は

同条例第７条第２項の規定により任命された幹事である者は、それぞれ、

この条例の施行の日に、新条例第２６条第１項の規定により審議会の会長

として定められ、新条例第２４条第２項の規定により臨時委員として委嘱

され、新条例第２５条第２項の規定により専門委員として任命され、又は

新条例第２９条第2項の規定により幹事として任命されたものとみなす。 

 


